
                                        令和５年４月２８日 

令和５年５月８日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが「２類相当」 

から「５類感染症」に変更され、季節性インフルエンザと同様の取扱いになります。 

 

 

 

 

 

 

 

【体調に異変を感じたら】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【今後の感染対策について】 ５月８日以降も感染拡大に備えましょう 

※「個人の選択を尊重し、町民の皆様の自主的な取組をベースとしたもの」に変わります。 

マスクの着用 

個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本とします。 

医療機関や高齢者施設等への訪問時、混雑したバスや電車への乗車時等には 

マスクの着用を推奨します。 

手洗い等の手指消毒  

基本的感染対策として有効なため引き続き推奨します。 換気 

三つの密の回避 

                           柴田町新型コロナウイルス感染症対策本部 

新型コロナウイルス感染症の５類感染症への位置づけ変更について 

 

【変更のポイント】 

 

 

 

 

 

治療費に 

自己負担額が 

生じます 

発生届や陽性者登録が 

なくなります 

外出等の制限が 

なくなります 
   

受診・相談センター／体調悪化時の相談先として 「受診情報センター」 

 ☎ ０１２０－０５６－２０３（２４時間年中無休）  

 

 

 

発熱等 

自己検査

陽性 

 

・発症後５日間かつ、症状軽快後２４時間経過するま

では外出を控える 

・１０日間が経過するまでは、マスクの着用やハイリ

スク者との接触を控える 

                ※発熱診療を実施する「外来対応医療機関」を県が公表予定。 

幅広い医療機関で診療が可能となります。 

受診時の費用は通常の保険診療となります。受診する際には、医療機関に連絡しましょう。 

受診 療養中の症状についての相談・受診 

症 状 が

軽く自宅

療養する

場合 

※５月８日以降、感染症法上の位置づけ変更後の対応 

療養の目安 町民 

外来対応医療機関 

 


